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緊急事態宣言解除後の私立幼稚園の対応について（通知） 

 

新型コロナウイルス感染症の対策について、適切かつ迅速な対応をいただいていること 

にお礼申し上げます。 

国は令和３年９月２８日に、本県の緊急事態宣言を９月３０日をもって解除することを

決定しました。 

これを受けて、本県では同日、新型コロナウイルス対策本部会議を開催し、「令和３年 

１０月１日以降の県立学校の対応について」（別添資料１）を決定しました。 

 つきましては、各私立幼稚園におかれては、市町村教育委員会教育長宛て通知を参考の

上対応をお願いします。 

 

 

記 

 

【参考】別添通知 

○県立学校長宛て通知 

 令和３年９月２８日付け教高指第１４７０号 

「緊急事態宣言解除後の県立学校の対応について（通知）」 

○市町村教育委員会教育長宛て通知 

 令和３年９月２８日付け教義指第７６２号 

「緊急事態宣言解除後の市町村立学校の対応について（通知）」 
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